
（歳入）

　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 269,596 千円

（歳出）

　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費 1,737,734 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する主な経費】

（単位：千円）

国県
支出金

地方債 その他
地方消費税

（社会保障財源化分） その他

特別医療支給費 121,320 56,460 0 8,400 15,607 40,853

自立支援制度事業費 533,124 399,843 0 0 36,843 96,438

障害者医療助成事業 10,800 0 0 10,701 27 72

生活保護扶助費 138,410 107,481 0 0 8,550 22,379

保育所運営費
（公立保育所・保育料無償化による影
響額を含む）

65,002 9,258 0 22,148 9,287 24,309

幼児教育無償化事業 2,689 1,552 0 0 314 823

小　計 871,345 574,594 0 41,249 70,628 184,874

国民健康保険事業
（事務費繰出・人件費繰出を除く）

119,800 67,350 0 0 14,499 37,951

後期高齢者医療事業
（事務費繰出・事務費負担等を除く）

293,282 59,977 0 0 64,492 168,813

介護保険事業
（事務費繰出・人件費繰出を除く）

294,060 12,829 0 0 77,740 203,491

小　計 707,142 140,156 0 0 156,731 410,255

予防接種事業 90,556 108 0 0 25,002 65,446

母子保健事業費 19,126 3,596 0 0 4,293 11,237

健康増進事業費 3,914 1,631 0 600 465 1,218

長寿健康増進事業費 45,651 426 90 12,477 32,658

小　計 159,247 5,761 0 690 42,237 110,559

1,737,734 720,511 0 41,939 269,596 705,688

※「社会福祉」・「社会保険」・「保健衛生」の「地方消費税交付金（社会保障財源化分）」は、各事業に要する
一般財源の比率に応じて按分している。
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合　　計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、社会保障４経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険
及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費に充てるものとされている。

（注）「社会保障４経費」・・・制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対
処するための施策に要する経費

令和８年度当初予算における「地方消費税交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費」

区分（事業名）
令和８年度
当初予算額

財　源　内　訳

特定財源 一般財源


